
人材確保等支援助成金(テレワークコース)

＊対象者

＊テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方

及び試行的に導入している、又はしていた事業主の方が対象

１．助成金形態

支給要件

（１）機器等導入助成 ①新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則

　　　 　または労働協約を整備すること。

②テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支

　給申請日までに、２の助成対象となる取組を１つ以上

　行うこと。

③評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取

　り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワ

　ーク実績が、次のいずれかを満たすこと。

　ｱ)評価期間(機器等導入助成)に１回以上全ての対象労働

　　者がテレワークを実施する　又は

　ｲ)評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワーク

　　クを実施した回数の週平均を１回以上とする

④テレワークの実施促進について企業トップ等からのメ

　ッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施

　しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること｡

（２）目標達成助成 ①評価期間(機器等導入助成)後１年間(評価離職率)の離職

　率が計画提出前１年間の離職率(計画離職率)以下である

　こと。

②評価期間後１年間の離職率が30％以下であること。

③評価期間(目標達成助成)に、１回以上テレワークを実

　施した労働者数が、評価期間(目標達成助成)初日にお

　ける事業所の労働者数に、計画認定時点における事業

　所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わ

　せた人数以上であること。

２．助成対象となる取組

①就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更

②外部専門家によるコンサルティング

③テレワーク用通信機器等の導入・運用(PC、タブレット

　スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象と
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　なります。その他の支給対象となる経費については、

　支給要領をご確認ください。

④労務管理担当者に対する研修

⑤労働者に対する研修

３．申請フロー

（１）テレワーク実施計画の作成・提出（主たる事業所を管轄する都道府県

　　　労働局への提出) →認定まで概ね１か月以内

（２）管轄労働局によるテレワーク実施計画の認定

（３）認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする

　　　後述の取組＊を実施

評価期間(機器等導入助成)においてテレワークを実施

✓計画認定日以降、以下４の支給申請日までに、取組の実施

(機器等導入の場合は納品)・支払を終えることが必要。

✓計画認定日から起算して６か月を経過するまでの期間内

　において、事業主が連続する３か月間を「評価期間(機器等

　導入助成)」として設定し、テレワークに取り組む(評価期間

　の始期は事業主が設定)。　→実施計画認定時に設定する。

　　　＊助成対象となる取組(カッコ内の数字は上限額)

　　　　①就業規則・労使協定等の作成・変更(11万円)

　　　　②外部専門家によるコンサルティング（33万円）

　　　　③テレワーク用通信機器等の導入・運用

・テレワーク用端末ﾚﾝﾀﾙ･ﾘｰｽ費用(77万円)

・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器(16万5千円)

・ｻｰﾊﾞ機器(55万円)

・NAS機器(11万円)

・セキュリティ機器(33万円)

・ウエブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人)

・ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ利用料(33万円)

・ﾃﾚﾜｰｸ用ｻｰﾋﾞｽ利用料(初期費用5万5千円、利用料

　　　　　　　　　　　　38万5千円)

　　　　④労務管理担当者に対する研修(11万円)

　　　　⑤労働者に対する研修(11万円)

４．機器導入等助成に係る支給申請

✓上記３の実施後、計画認定日から起算して７か月以内に、管轄
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　労働局へ支給申請書を提出

✓テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定することが必

　要

✓上記３の評価期間(機器等導入助成)において、前項のテレワーク

　実績基準を満たすことが必要

↓

助成金の支給

支給対象経費の３０％が上限

＊以下いずれか低い方が上限

・100万円以下又は20万円×対象労働者数

５．評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施

✓上記３の評価期間(機器等導入助成)の初日から1年間を経過した日

　から起算した３か月間(評価期間(目標達成期間))において、テレ

　ワークを実施。

６．目標達成に係る支給申請

✓上記５の評価期間(目標達成助成)の終了日の翌日から起算して

　１か月が経過するまでに、管轄労働局へ支給申請書を提出

✓前項の離職率目標を満たすことが必要

✓上記５の評価期間(目標達成助成)において、前項のテレワーク

　実績基準を満たすことが必要

↓

助成金の支給

支給対象経費の２０％〈３５％〉が上限

＊以下いずれか低い方が上限

・100万円以下又は20万円×対象労働j者数

＊〈〉内は賃金要件を満たした場合に適用

７．助成金の詳細・問合せ先

東京労働局雇用環境・均等部　　：03-6893-1100

3


